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令和５年度第１回豊山町いじめ問題対策連絡協議会会議録 

１ 開催日時 令和５年９月２６日（火）午後２時００分～午後３時３０分 

２ 開催場所 豊山町役場 会議室３・４ 

３ 出 席 者 豊山町いじめ問題対策連絡協議会委員 

 豊山町立小中学校代表 新栄小学校長 松 永 千 鶴 

 豊山町立小中学校代表 豊山中学校長 篠 田 弘 男 

 豊山町スクールソーシャルワーカー 滝  仁 美 

 愛知県中央児童・障害者相談センター 児童相談課主事 岩 波 彩 果 

 愛知県西枇杷島警察署 生 活 安 全 課 小 田 雅 晶 

 豊 山 町 生 活 福 祉 部 子ども応援課長 加 藤 義 紀 

事務局 

 教育長                 北 川 昌 宏 

 教育委員会事務局長           安 藤 憲 司 

 教育参事                小 出 泰 司 

 学校教育課長              菊 地 智 行 

 教育専門員               小 坂 井 美 衣 

 学校教育グループ長           山 永 五 香 

４ 議  題 （１）本町のいじめ対策に関する組織と役割について 

（２）本町におけるいじめ問題の現状と対策について 

（３）意見交換 

５ 資  料 資料１ 令和４年度 豊山町いじめ問題対策連絡協議会委員名簿 

資料２ 豊山町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱 

資料３ 豊山町いじめ防止基本方針 

資料４ 令和５年度 豊山町いじめ問題専門委員会委員名簿 

資料５ 豊山町いじめ防止基本方針に基づく組織 

資料６ 豊山町いじめ問題の現状と取組について 

資料７ 豊山町いじめアンケート集計 

資料８ 豊山町いじめ問題等対策委員会保護者向けリーフレット 

    「スマートフォン・インターネットの安全な使用について 

（お願い）」 

６ 議事内容  

司   会：  本日は、大変ご多用のところ、本会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日の会の進行を務めさせていただきます、豊山

町教育委員会事務局の山永と申します。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、ただ今より「令和５年度 第１回 豊山町いじめ問題対策

連絡協議会」を始めさせていただきます。 

 はじめに北川教育長より挨拶を申し上げます。 

教 育 長：  本日はお忙しい中、豊山町いじめ問題対策連絡協議会にお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。また、協議会の委員をお引き受け

いただきまして感謝申し上げます。 

 さて、本町では、平成 30 年に「豊山町いじめ防止基本方針」を策定

した他、いじめ防止対策推進法に基づいた組織体制や運用について整備

しております。令和元年に、本会「いじめ問題対策連絡協議会」を立ち

上げたところでございます。また、重大事案が生じた場合に調査を実施

する「いじめ問題専門委員会」とともに組織の位置づけを明確にするこ

とで、いじめ防止の対策を総合的、かつ、効果的に推進することができ、

いじめ等に迅速に対処できるようになったと考えております。 

 昨今の状況を見ますと、経済格差の拡大でありますとか、ネット社会

の進展などで、社会で発生している様々な要因が、学校をはるかに超え

て、圧倒的な影響を子どもたちに与えて、洪水のように押し寄せている

と、このような状況だろうと思います。 

子どもたちにとって良好な生育環境を確保することがとても難しい

時代になったなというふうに思います。学校だけでは対応することは難

しくて、私達関係者が連携を一層強化して取り組んでいくことが何より

も、大切だろうと思っております。 

昨年度は、こうした状況の中で 2年ぶりに本協議会を開催し、それぞ

れの立場からいじめに対するご指導・ご意見をいただきました。本日の

協議会では、こうした本町のいじめの現状と現在行っている対策を基本

に様々なご意見を頂戴しまして、連携を一層強化してまいりたいと思い

ます。 

本年度につきましても、皆様のお力添えをいただきながら、教育委員

会としてしっかり取り組んでまいります。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

司   会：  ありがとうございました。 

 次に、委嘱状の伝達に移らせていただきます。 

 本来ならば、教育長よりお一人お一人に伝達させていただくのが本位

ではありますが、時間の都合上、机上に配付させていただくことで、伝

達にかえさせていただきます。 
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司   会：  続きまして、本年度初めての会となりますので、自己紹介をお願いし

たいと思います。 

 ―委員・事務局 自己紹介― 

司   会：  次に、会長の選出及び職務代理者の指名に移らせていただきます。【資

料２】の「豊山町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱」をご覧くださ

い。第６条第２項により「会長は、委員の互選によって定める」とあり

ます。どなたかご意見がありましたら、発言をお願いします。 

 （「事務局、一任」の声） 

 ただ今「事務局、一任」の声がありましたので、新栄小学校長 松永

委員に会長をお願いしたいと思います。 

 異議がなければ、拍手でご承認をお願いします。 

 （拍手） 

 ありがとうございました。 

 それでは、松永会長は座席の移動をお願いします。 

 （会長 座席移動） 

 次に、第６条第４項に「会長の事故あるとき、又は会長が欠けたとき

には、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理するとありま

すので、松永会長に指名していただきたいと思います。 

会   長：  職務代理者に、豊山中学校長の篠田委員を指名させていただきます。 

司   会：  それでは、職務代理者は、篠田委員にお願いします。 

 続きまして、松永会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

会   長： 皆様のご承認いただきまして、この会議の会長を務めさせていただき

ます。新栄小学校 松永と申します。よろしくお願いいたします。微力

ではございますが、豊山町のいじめ防止について、各機関と連携を図り

ながら、未然防止に向けて良い提案ができればと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

司   会：  それでは、議題に入ります。 

 これより、会の取り回しは、松永会長にお願いしたいと思います。 

会   長：  それでは、議題１「本町のいじめ対策に関する組織と役割」について、

事務局、説明をお願いします。 

学校教育課長：  ―説明―  

会   長： この件について何かご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願いい

たします。 

 （質問等 なし） 
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会   長：  次に、議題２「本町におけるいじめ問題の現状と対策」について、事

務局、説明をお願いします。 

教 育 参 事：  ―説明― 

会   長：  この件について何かご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願い

します。 

委   員： このいじめアンケートの形式は何年ぐらい続いているのでしょうか。 

教育参事： 昨年この場で資料をお出しするのに前年度と比較をしていく必要が

ありましたので、アンケート内容を確認した時には、令和３年度と全く

同じでした。その前の年までは同じ形だったことは確認しています。大

きく変わっているところは多分ないかと思います。 

委   員： このアンケートを年３回実施であり、いじめの早期発見に繋がった

り、あるいはずっと同じ形式であることで、経年比較もできたりという

点ではとてもいい取り組みだと思います。 

ただ、スクールソーシャルワーカーとして児童生徒や家庭と関わる中

で、家庭の貧困問題やヤングケアラー等の問題もいじめに繋がるという

ことがあるのではないかなと感じています。 

また、近年小学校高学年から中学生においては、SNSのトラブルが多

く、ますますいじめが大人の目の行き届かないところで起きやすくなっ

ていると感じています。各学校では年に３回、このいじめのアンケート

に併せて教育相談アンケートも実施されていると思います。いじめの４

項目にプラスして、例えば、家でお手伝いしていますかとか、あるいは

SNSの利用状況など家庭生活の様子がわかるような質問項目を新たに加

えることも検討されてもいいのかなと思います。 

会   長：  それでは、議題３の情報交換に移ります。 

今、家庭のことが少し気になるということがありましたので、これに

関連して何かありますでしょうか。 

委 員： いじめのことで、学校が入り込めない事案が増えてきています。こう

いった場合は関係諸機関にお願いするしかありません。資料７「いじめ

られたことがありますか」の質問で中学１年生が一番多い現状がありま

す。小学校の段階でいじめおよび問題行動が既に起きていて、継続して

いるように思います。家庭の問題、またはプライバシーや個人情報とい

うような壁ができてしまい、なかなか立ち入れない状況になってきてい

ます。いじめ問題として関わり解決していくとことが、非常に難しくな

ってきております。我々は家庭には入れませんが、それでも関わりなが
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ら対応しています。いろいろな方が、いろいろな形で関わることが必要

だと思いますので、増えてくるといいなと思います。また、小学校と中

学校がもっと連携していかなければいけないと思います。特に年度末の

情報交換の場だけではなく、今でも必要なときに互いに情報共有してお

りますので、日常での小中の連携をさらに進めていく必要があると考え

ております。 

会   長： 学校だけでは難しいという話が出ておりますが、関係諸機関のお力添

えをいただけることは大変ありがたいことです。家庭や保護者のことに

ついてご意見をうかがえたらと思いますので、お願いいたします。 

委 員： 先生方が先ほど言われていたように、家庭の問題が背景にあるという

のはまさしくその通りで、本当に大きく影響していると思います。家で

認められていなくて自己肯定感が低く、自分を確立するためにいじめを

してしまうというケースもあると感じます。家庭で嫌なことがないかど

うかということは、いじめ問題を考える上でも大切な視点ではないかと

思います。この対策連絡協議会等も含めて気になる家庭について連携し

ていくことは、いじめ防止という観点でも大切ですので、今後とも情報

共有等連携をよろしくお願いしたいと思います。 

会   長： 福祉の観点からお話を伺えますでしょうか。 

委 員： いじめに関する相談というのはここ何年かありません。いじめられて

いる子どもさんからの相談というよりも、あるとすれば、保護者からの

相談かなと思っています。 

要保護児童対策を担当しておりますが、そこまで深く掘り下げてない

からかもしれませんが、そのケースの中ではその子どもさんたちがいじ

められている、いじめられてないというところまでは分かっていないと

いうのが、現状としてはあります。ただ、何かあれば子どもさんとご家

庭も含めた形で、それぞれの関係機関と協力しながら、どう対策してい

くのかということは、話し合いができると思っております。 

 先ほどヤングケアラーという話がありましたが、昨年実施したヤング

ケアラーのアンケートにいじめのことも選択肢があり、何％か小中学生

の回答がありました。ヤングケアラーといじめに、多少なりとも関係性

があるのかなということは、今回のアンケート結果から感じたところで

す。 

会   長：  人権の観点からお話を伺えますでしょうか。 
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委 員： 6月中旬以降に各学校に SOSミニレターが届いていると思います。ミ

ニレターの用紙に LINE相談などの QRコードが付いています。用紙を配

ると、LINE相談が増えます。そちらの方が相談しやすい状況があるのだ

と思います。中部６県からの相談が名古屋法務局に届きます。ミニレタ

ーがこなくても、QRコードから LINE相談に繋がるようになっておりま

すので、その点はよいかと思います。 

アンケートの集計方法は、３年間分ほどがわかるような資料がよいか

と思います。 

人権週間の取り組みの一つである全国中学生作文コンテストに、豊山

中学校からたくさん応募がありました。ありがとうございます。先生方

が読んでくださっていることがとても大事だと思っています。人権に関

することを考える機会が子どもたちにあり、それを先生方が読む機会が

ある。それがとても大事なことだと思っています。 

会   長：  警察の視点からお願いできますでしょうか。 

委 員：  小中学生の保護者から子どもがいじめられているという相談を時々

受けることがあります。警察としては、いじめに関して、殴った、蹴っ

た、恐喝されたということであれば、事件化をするということもありま

すが、その前の段階で、相談のあった保護者に対して何を求めるかとい

うことを、お伺いさせていただきます。事件化を求めるのか、行為者に

対する指導や注意なのか、学校に話をしてほしいのか。いじめを受けた

子どもや保護者の要望に合った対応をできるだけしていこうと思って

います。 

学校にも相談しているけれど、なかなか解決しないので警察に相談に

きましたというケースも中にはあります。事件化しないものであって

も、少年相談に対する対応として、行為者やその周りの子から聞き取り

をするなど、どういう背景でこういうことがあったのかなどを聞き取り

するなどし、そのいじめが解決するように話を進めていけたらなと思っ

て、話を聞くということはあります。 

警察にまで話をしてもらうようなことではないというケースも中に

はあると思いますが、保護者が学校での対応だけではまだ納得してない

ような状況であれば、警察に相談していただき、指導するということは

できます。もしそういったケースがあれば、連絡していただければと思

っています。 

 いじめアンケートの中にある「いじめられてどうしましたか」という

ところで、最近私が多くなってきているのかなと思ったことがありま
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す。この中にはありませんが、SNSに頼るというものです。 

いじめられた行為について、SNSに書き込みをした、旧 Twitterやイ

ンスタグラムで誰か相談できる大人を探して相談をしたというケース

が増えてきているのではないかなと思っています。 

その相談で解決すればよいのですが、例えば性犯罪の被害者になりう

ることもありますし、いじめの相談がきっかけで、やり取りをしている

相手に裸の画像を送ってしまうといったケースもあります。いじめの相

談をしようと思っていたけれども、相談してくれている相手のいいよう

に使われてしまうということもありますので、そういったところも防い

でいかなければいけないと私たちも考えています。 

会   長： SNSの発言が原因でいじめに発展するということがありますが、実際

事件化するというのはどれくらいあるのでしょうか。 

委 員： 例えば誹謗中傷があります。SNSがきっかけで恐喝、暴行、傷害に発

展すれば事件化になりますが、いやがらせや悪口、例えば SNSのグルー

プを外されたということになると、事件化するのが難しくなってきます

ので、行為者やグループからの聞き取りや指導をすることになります。

そうすることによって相談者の保護者に、警察の立場から例えば仲間外

れにされた理由を説明することができますので、保護者が納得いく形に

なるのかなと思っています。 

委 員： 本町の学校ではありませんが、いじめを受けた子の保護者が、いじめ

を受けたので登校させませんと言われました。学校としては、保護者の

話だけではなく、子どもにも事情を聞きたいわけです。でも、子どもに

会わせてもらえず、深刻な状況になってきた。相手を特定できない、で

もいじめを受けて、ずっと休んでいる。そういう場合でも、相談したら、

保護者から話を聞くなどのことはできるのでしょうか。 

委 員： 保護者から話を聞くというよりは、警察が自宅を訪問して、子どもと

話をさせてくれないかという説得をするということになります。 

教 育 長： 警察が犯罪性もないのにその家庭に入り込める根拠というのはどう

いうことなのでしょうか。 

委 員： あくまで犯罪に発展するおそれがあるという犯罪の予防という観点

となります。 

教 育 長： 学校という組織の中でどうしようもない状態があり、先生方も非常に

苦労しています。保護者の家庭状況や SNSなどもかなり影響を受けてい

ると思われます。そういう状況の中で保護者に指導をするというような
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仕組みなり、取り組みなりは警察もされているのですか。 

委 員： もちろん子どもからの聞き取りと指導もしますが、背景に保護者があ

るようなことがあれば、個別に話を聞いて、保護者に対しても、子ども

に対しても、指導をします。また、保護者が何かをやらせているという

ケースであれば、保護者が教唆犯として犯罪になる恐れもあるのでとい

うことで指導しています。 

会   長： 児童相談所に子どもからいじめに関する相談はありますか。 

委 員： 不登校の相談を受けて、その背景にいじめがからんでいそうなことは

ありますが、件数的には少ないです。 

会   長： 保護者からのいじめに関する相談は受けたりしますか。 

委 員： 不登校で困っていますというのはあります。学校でいじめがあってと

いう話になると、児童相談所だけで対応できないので、学校と連携して

という形になります。 

委 員： 事案が明確になっていない限りは、対応は難しいですか。 

委 員： 調査という形でうちの機関が入ることはできます。現状、怪我が起き

ているという状況であれば、現場にかけつけてということになります

が、その恐れがあるという段階であれば、丁寧に調査をして、保護者に

聞き取りをするなどの対応になります。その場で一時保護というのは、

おそらく難しいです。ただ学校から連絡をいただければ必要な調査や各

機関との連携はできるので、ご連絡いただければと思います。 

委 員： ある意味虐待というのは保護者が生み出すいじめだと思います。そう

いうことは明確にならないと調査はなかなか進められないですか。 

委 員： 予防という観点でとなると難しいと思います。要対協などで管理をし

ているケースであれば、福祉との連携になるかと思います。予防という

観点であれば、子ども応援課の対応になるかと思います。調査や面接を

していく中で、実際に怪我がある、兄弟間差別があるといったことがあ

れば、関わっていくことになると思います。 

委 員： 今の話ですと、子ども応援課に一報いただけると対応していけるかと

思います。 

会   長： 様々な家庭がある中、なかなか入り込みにくいといったケースはあり

ますか。 

委   員： ヤングケアラーや虐待案件で、はっきりとわかれば誰しもが対応しや

すいと思うのですが、何か少しこの子気になる、心配だということでは

なかなか動きづらいと思います。小学校の低学年や、あるいはもう少し
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幼い保育園・幼稚園の子たちに対するそういう声は結構、子ども応援課

に入り、そこから聞き取り調査をします。小中学生であれば、SSWにも

連絡をいただき、学校生活の様子を子ども応援課にお伝えすることを

日々行っています。中学生ぐらいだと家庭のことを子どもも話さず、す

ごく難しいなと感じています。 

委 員： いじめアンケートや本人の訴えから分かったことは、経過観察もしや

すいですが、SNS関係だと対応が難しいです。 

以前のケースですが、子ども同士は、互いにいじめた、いじめられた

ということを認めました。しかし、保護者はそれを認めなかったという

ことがありました。 

会   長： こういったケースは警察でもありますか。 

委 員： 子どもは認めたけれど保護者が認めないというケースは、警察でも本

当に多いです。実際に警察や学校に言った事実を、子どもが保護者に話

さない、虚偽の話をすることは本当に多いです。いじめ行為に限らず犯

罪行為に関してもそうです。保護者には、事実を言わないことがありま

す。警察でも、できる限り子どもから聞いた内容をはっきり伝えますが、

保護者は子どもに聞いたけどそうは言っていない、警察が勝手に作って

いるのではないかというケースがあり、理解を得られるのに時間がかか

ることがあります。警察としては、事実をありのままに提示して理解を

してもらうということになります。SNSの履歴などを保護者に見せ、子

どもの現状を把握してもらうことを取り組んでいます。そこまで見れば

納得します。電話では納得しないことがありますので、来ていただいて

内容を見せるなどします。 

委 員： いじめの定義は、受けた方がそう感じたらいじめじゃないですか。子

ども同士が認めているのに保護者が認めない。けれども、それはいじめ

なんですよと保護者に対して理解させなければならいと思うのですが。 

会   長： 保護者は、自分の子はしないだろう、そういう思いでしたのではない

という思いがあり、なかなか認められないということはあります。 

もちろん、受けた方がいじめだと感じればいじめです。 

本校の教育相談では、１学期は担任の先生と面談をします。２学期以

降は学校にいる先生であれば誰でも指名でき、面談する先生を児童が選

べるようにしています。校長室に来て校長先生と面談をするという児童

もいます。教頭や養護教諭、スクールカウンセラーなど、いろいろな先

生に自分の思っていることを聞いてもらえるようにしています。もちろ

ん担任との繋がりが一番ですが、担任以外にも相談できる、頼れる先生
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がいることが大切だと考えて取り組んでいます。面談でも、「困ってい

ることがあるのかな」と聞くと、「ないです」といって元気に答えます。

自分の行き場があるということがいいのかなと思っています。 

また、異学年交流として、６年生が１年生に掃除の仕方や一輪車の乗

り方、入学直後には学校生活の約束を教えるなどしています。もちろん

喧嘩をすることもありますが、やはり、人と関わったり、ありがとうと

言ってもらえたりといったことも大切な経験だと思っています。 

教 育 長： いじめを受けたがゆえに、精神を侵されたり、体調不良になったりす

る。それが、不登校につながる場合もあります。子どもで犯罪要件に該

当した場合に、逮捕したり、拘留したりする場合はあるのですか。非常

に悪質なものであれば、社会のルールを発達過程の中で教えることが大

切だと思っています。こういうこと言うとまた、それはそれでいろんな

意見があるでしょう。警察の人たちがそういうことまで踏み込むことは

あるのでしょうか。 

委 員： 傷害事件、恐喝事件というのは、中学生でも逮捕があります。基本的

には警察としてどこまで動くかは 14 歳、触法行為かどうかで判断が変

わるというのが現状です。14歳を超えていれば、積極的に事件化、家庭

裁判所へ送致するということがすべきことかなと。自殺の関与罪や強要

罪に当たる行為は、法律を汲み取ればかなり多いと思います。そういっ

たことを保護者にも指導して、もう二度とやらないようにということで

しています。次やったらっていうところが現状です。実際それを触法行

為として事件化を積極的にすべきじゃないかというところもあります

が、今の警察の現状としてはやっていないというところが、現実です。

過激なものは、10歳とかでも事件化するということはあります。 

会   長： 例えば教室の机に「死ね」といったような落書きをした場合はどのよ

うな扱いになるのですか。 

委 員： 強要罪にあたる可能性というのはあり得る発言です。相手に死ぬこと

をさせようとしている、また、それで自殺していれば、自殺関与罪にな

ります。さらに、教室に死ねと掘れば器物損壊にあたります。 

会   長：  ありがとうございました。 

 時間がまいりましたので、この辺りで終わらせていただきます。委員

の皆様のご協力、ありがとうございました。 

 司会を事務局にお返しします。 

司   会：  では、その他に移ります。 
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 本会は年２回の開催を予定しております。次回は、日時を調整させて

いただき、２月に開催したいと思います。１月には、ご案内を発送させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第１回豊山町いじめ問題対策連絡協議

会を終わらせていただきます。本日はお忙しい中ありがとうございまし

た。 

 



令和５年度 第 1回 豊山町いじめ問題対策連絡協議会次第 

令和５年９月２６日（火）午後２時 

豊山町役場 ３階 会議室３・４ 

 

１ あいさつ 

 

２ 委嘱状伝達 

 

３ 自己紹介【資料１】 

 

４ 会長の選出及び職務代理者の指名 

・ 「豊山町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱」【資料２】 

 

５ 議 題 

 (1) 本町のいじめ対策に関する組織と役割について【資料３～５】 

  

 

(2) 本町におけるいじめ問題の現状と対策について【資料６～８】 

 

 

 (3) 意見交換 

 

 

６ その他 



【資料１】

所　　　　属 役 職 等 氏　　　名

＜教育委員会事務局＞

役　　　職

 教 育 長

 教育委員会事務局長

 教育参事

学校教育課長

教育専門員

学校教育グループ長 山　永　五　香

北　川　昌　宏

氏　　　名

菊　地　智　行

小 坂 井 美 衣

 豊山町人権擁護委員

 愛知県西枇杷島警察署

 豊山町生活福祉部
子ども応援課

小　出　泰　司

安　藤　憲　司

生活安全課長

子ども応援課長

西　脇　和　子

圓　福　康　弘

加　藤　義　紀

人権擁護委員

令和５年度 豊山町いじめ問題対策連絡協議会委員名簿

 豊山町立小中学校代表

 豊山町立小中学校代表

 スクールカウンセラー

 愛知県中央児童・障害者
相談センター

三　宅　由　晃

松　永　千　鶴

篠　田　弘　男

岩　波　彩　果

新栄小学校長

豊山中学校長

豊山中学校

新栄小学校
スクールカウンセラー

児童相談課
主　　　事

 スクールソーシャルワーカー
豊山町

スクールソーシャル
ワーカー

滝　　　仁　美
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【資料２】 

豊山町教育委員会告示第 3号 

 

豊山町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱を次のように定める。 

 

平成３１年３月４日 

豊山町教育委員会教育長  北 川 昌 宏 

 

 

豊山町いじめ問題対策連絡協議会等設置要綱 

 

(趣旨) 

第 1条 この告示は、いじめ防止対策推進法(平成 25年法律第 71号。以下「法」という。)

の規定に基づき、いじめの防止及び早期発見並びにいじめへの対処のための対策を効果的に

推進するため、豊山町いじめ問題対策連絡協議会、豊山町いじめ問題専門委員会及び豊山町

いじめ問題調査委員会(以下「協議会等」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

(豊山町いじめ問題対策連絡協議会の設置) 

第 2条 いじめの防止に関する機関及び団体の連携を図るため、豊山町いじめ問題対策連絡

協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。 

(連絡協議会の所掌事務) 

第 3 条 連絡協議会は、法第 14 条第 1 項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を

図るものとする。 

(連絡協議会の組織) 

第 4条 連絡協議会は、委員 10人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから豊山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委

嘱し、又は任命する。 

(1) 豊山町立小中学校の教職員 

(2) スクールカウンセラー 

(3) スクールソーシャルワーカー 

(4) 愛知県中央児童・障害者相談センターの職員 

(5) 人権擁護委員 

(6) 愛知県西枇杷島警察署の署員 

(7) 豊山町生活福祉部の職員 

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が連携を必要と認める者 

(連絡協議会の委員の任期) 

第 5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期
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は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任を妨げない。 

(連絡協議会の会長) 

第 6条 連絡協議会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

(連絡協議会の会議) 

第 7 条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、

教育委員会が招集する。 

2 連絡協議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。 

(連絡協議会の関係者の出席等) 

第 8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてそ

の意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

(連絡協議会の庶務) 

第 9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

(豊山町いじめ問題専門委員会の設置) 

第 10条 いじめ防止のための対策を実効的に行うため、豊山町いじめ問題専門委員会(以下

「専門委員会」という。)を置く。 

(専門委員会の所掌事務) 

第 11 条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第 1 条に規定するいじめの防止等

のための対策に関すること及び法第 28 条第 1 項に規定する重大事態に係る事実関係につい

て調査審議し、答申し、又は意見を具申する。 

(専門委員会の組織) 

第 12条 専門委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認めるもののうちから教育委員会

が任命する。 

(専門委員会の臨時委員) 

第 13 条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認め

るときは、臨時委員を置くことができる。 

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。 

3 臨時委員の任期は、前項に規定する任命の日から当該特別の事項に関する調査審議が終

了した日までとする。 

(専門委員会の委員長及び副委員長) 

第 14条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 
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4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(専門委員会の会議) 

第 15 条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出さ

れていないときは、教育委員会が招集する。 

2 専門委員会の会議は、過半数の委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのた

めに置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)が出席しなければ、開くことができな

い。 

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(連絡協議会に関する規定の準用) 

第 16 条 第 5 条、第 8 条及び第 9 条の規定は、専門委員会について準用する。この場合に

おいて、第 8条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。 

(豊山町いじめ問題調査委員会の設置) 

第 17 条 法第 30 条第 2 項の規定に基づき、豊山町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員

会」という。)を置く。 

(調査委員会の所掌事務) 

第 18条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第 28条第 1項の規定による調査の結果に

ついて調査審議し、答申し、又は意見を具申する。 

(連絡協議会及び専門委員会に関する規定の準用) 

第 19 条 第 5 条、第 8 条、第 9 条及び第 12 条から第 15 条までの規定は、調査委員会につ

いて準用する。この場合において、第 8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第 9条中「教

育委員会事務局」とあるのは「豊山町総務部総務課」と、第 12条第 2項、第 13条第 1項及

び第 2 項並びに第 15 条第 1 項ただし書中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替える

ものとする。 

(委任) 

第 20 条 この告示に定めるもののほか、協議会等の運営に関し必要な事項は、会長又は委

員長がそれぞれ協議会等に諮って定めるものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 25日教委告示第 4号) 

この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。 



【資料３】 

豊山町いじめ防止基本方針【概要版】 

第１章 いじめ防止等のための対策の基本的な考え方 

◇いじめの定義 

いじめ防止対策推進法(平成２５年法律第７１号、以下「法」という。)第２条において、いじめと

は、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係に

ある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と規定され

ている。 

◇いじめ防止等の対策に関する基本理念 

（１）いじめは、どの子どもにもどの集団にも起こり得る身近で深刻な人権侵害事案である。 

（２）いじめの防止等に関する問題は、その解決に向けて地域社会の人々全体で真剣に取り組むべ

き問題である。 

（３）学校、保護者、地域など全ての人々がそれぞれの役割を自覚し、子どもが安心して生活でき

る、いじめを許さない子ども社会の実現に努める。 

◇いじめの防止に向けた方針 

（１）町として 

ア いじめの防止に関する基本的な方針を定め、いじめの防止及び解決を図るための施策を総合的に

策定し、実施する。 

イ いじめに関する相談体制の充実、学校、家庭、地域住民、関係機関等の連携の強化、その他必要

な体制の整備に努める。 

ウ 学校におけるいじめの実態の把握に努め、いじめに関する報告を受けた場合は、適切かつ迅速に

必要な措置を講じる。 

エ いじめ防止に向けて必要な啓発を行う。 

（２）学校として 

ア 教育活動全体を通して、誰もが安心して生活できる学校づくりを目指す。 

イ いじめの未然防止を意識した教育活動を進め、発生した場合は早期解決に向けて保護者，地域、

関係機関と連携し、情報を共有しながら指導にあたる。 

ウ いじめの早期発見、早期対応、早期解決に向けて、校長のリーダーシップのもと、組織的かつ計

画的に取り組む。 

エ 相談窓口を明示し、定期的な調査や個別面談を通して一人一人の状況把握に努める。 

（３）保護者として 

ア 子どもの教育において第一義的責任を有するものであり、子どもがいじめを行うことのないよう、

自他の命を大切にする心や他を思いやる心を育て、規範意識を身に付けさせること等に努める。 

イ 保護者、学校、地域の人々との情報交換に努め、協働する。 

ウ いじめの恐れがあると思われる場合は、学校及び関係機関に速やかに相談する。 

（４）子どもとして 

ア 何事にも精一杯取り組み、他者に対しては思いやりの心を持ち、自らが主体的にいじめのない環

境づくりに協力する。 

イ いじめがあると思われるときは、当事者に声をかけ、周囲の大人に相談するなど、積極的に行動



するよう努める。 

 

第２章 いじめの防止等のために町が実施する施策 

◇協議会・委員会の設置 

・豊山町いじめ問題対策連絡協議会（法第１４条１項）関係機関の連携強化を図る。 

・豊山町いじめ問題専門委員会（法第１４条３項）特別な事項を調査審議が必要な場合。 

・豊山町いじめ問題調査委員会（法第３０条）再調査が必要な場合。町長の附属機関。 

◇町教育委員会の取組 

（１）いじめの防止・早期発見に関すること 

（２）いじめの対応に関すること 

（３）学校評価と学校運営改善の支援 

◇その他の事項 

・「豊山町いじめ防止基本方針」の策定から２年の経過を目途として、法の施行状況等を勘案してそ

の見直しを検討する。 

 

第３章 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策 

◇「学校いじめ防止基本方針」の策定（法第１３条）取組、対応、指導、研修の充実等 

◇「校内対策委員会」の設置（法第２２条）教職員の一致協力体制を確立する。 

◇留意点 ・特定の教職員で問題を抱え込むことがないよう、迅速かつ組織的に対応する。 

     ・事実関係を確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害児童生徒を徹底して守り通す。 

     ・解消状態に至った場合でも、日常的に注意深く観察するなど、再発防止に努める。 

 

第４章 重大事態に対する対処 

１ 重大事態の発生と調査 

（１）重大事態の意味 

ア 法第２８条第１項第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児

童生徒の状況に着目して判断する。たとえば次のようなケースが想定される。 

（ア）児童生徒が自殺を企図した場合 （イ）身体に重大な障害を負った場合 

（ウ）金品等に重大な被害を被った場合 （エ）精神性の疾患を発症した場合 

イ 法第２８条第１項第２号の「相当の期間」については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、

年間３０日を目安としている。 

ウ 児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったと申し立てがあったときは、その時点で

学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても重大事態として対処

する必要があることに留意する。 

（２）重大事態の報告 

学校は重大事態と思われる案件が発生した場合は、直ちに教育委員会へ報告する。 

報告を受けた教育委員会は町長に報告する。 

（３）調査の趣旨と調査主体 

法第２８条の調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生防止に資するために行う

ものである。学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十

分な結果を得られないと判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じる恐れがあるような場合



には、教育委員会において調査を実施する。 

この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。学校が調

査主体となる場合であっても、法第２８条第３項に基づき、教育委員会は調査を実施する学校に

対して必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行う。 

なお、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者が望む場合には、法第２８条

第１項の調査に並行して、町長による調査を実施することも想定しうる。この場合、調査対象とな

る児童生徒への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう、法第２８条第１項の調査

主体と、並行して行われる調査主体とが密接に連携し、適切に役割分担を図る。 

（４）調査を実施するための組織 

教育委員会又は学校はその事案が重大事態であると判断したときには、速やかに組織を設ける。

教育委員会が調査を行う際には、「専門委員会」が調査にあたる。 

（５）事実関係を明確にするための調査の実施 

ア いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

いじめられた児童生徒から十分に聴き取るとともに、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査

や聴き取り調査を行う。この際、いじめられた児童生徒を守ることを最優先とした調査実施が必要で

ある。調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。

いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童生徒の状況に合わせた継

続的なケアを行い、落ち着いた学校生活への復帰支援や学習支援等をする。 

  イ いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査について協議し、着手する。 

（６）その他の留意事項 

第２３条第２項においても、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとされ、学校におい

て、いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果、重大事態であると判断した場合も想定される

が、それのみでは重大事態の全貌の事実関係が明確にされたとは限らず、未だその一部が解明されたにす

ぎない場合もあり得ることから、第２８条第１項の「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」

として、第２３条第２項で行なった調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行うこととする。 

指定の変更や区域外就学等、いじめられた児童生徒の支援のための弾力的な対応を検討する。 

（７）調査結果の提供及び報告 

ア いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供 

学校又は教育委員会は、他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮

し、適切に提供する。 

イ 調査結果の報告 

調査結果について、学校は教育員会に報告し、教育委員会は町長に報告する。 

 

２ 調査結果の報告を受けた町長による再調査及び措置  町長から議会へ報告 

 町長：附属機関として「豊山町いじめ問題調査委員会」を設置 

    委員は、事案と直接の利害関係を有しない者を選任し、調査の公平・中立性を図る。 

    個人のプライバシーに対して十分に配慮し、その結果を議会に報告する。 

教育委員会：結果を踏まえ、自らの権限・責任において、発生防止のために、職員の人的体制強化、外部

専門家の配置等の支援を行う。 

 



【資料４】

所　　　　属 役 職 等 氏　　　名

＜教育委員会事務局＞

役　　　職

 教 育 長

 教育委員会事務局長

 教育参事

学校教育課長

教育専門員

学校教育グループ長

令和５年度 豊山町いじめ問題専門委員会委員名簿

山下法律事務所

愛知県医療療育総合
センター中央病院
子どものこころ科

下野谷　順　子

吉　川　　　徹

弁護士

医　師

愛知県中央児童・障害者
相談センター

小　出　泰　司

安　藤　憲　司

児童相談課長 百　瀬　貴　子

山　永　五　香

北　川　昌　宏

氏　　　名

菊　地　智　行

小 坂 井 美 衣



【資料５】

学校 教育委員会 町長部局

★校内対策委員会
いじめ問題対策

連絡協議会

１４条① １４条①

☆いじめ問題
  専門委員会

（特別の調査審議の必
要があるときに設置）

１４条③

★校内対策委員会
（調査組織として）

☆いじめ問題
  専門委員会
（調査組織として）

２８条① ２８条①

いじめ問題
調査委員会

３０条②

豊山町いじめ防止基本方針に基づく組織

or

　法律上必置の組織

　法律上任意設置の組織

★と★、☆と☆の組織は兼ねる

通常の場合

重大事態

再調査



【資料６】

１　いじめの現状
(1) いじめの月例報告より（各学校から教育委員会へ）
　〇令和４年度は重大事態にあたる事案はなし
　〇いじめ報告の傾向
　　・　冷やかし、悪口、陰口
　　・　不適切な言葉（ぶっ殺す、死ね　等）
　　・　たたく、蹴る
　　・　仲間外れ、無視
　　・　ライン(SNS)での悪口
　　・　オンラインゲームでの嫌な書き込み

(2) いじめアンケートの結果（R５　1学期）
　　【資料７】参照

２　いじめ問題の取組・対策
(1) 豊山町いじめ問題等対策委員会の実施（年３回実施予定）
　〇 日　時　　　第１回　６月２７日（火）（第２回１１月、第３回２月実施予定）
　〇 参加者

　〇 内　容
　　・　情報交換（いじめの現状・問題点・解決策）
　　・　保護者向け啓発資料リーフレットの活用状況について 【資料８】
　　・　スクールカウンセラーによる研修「不適応行動への学校の対応ー自傷行為ー」
　　・　教育支援センター「しいのき」より　現状の報告
　　・　スクールソーシャルワーカーによる支援状況
　　・　愛知県家庭教育コーディネーターより　生徒指導の基本的な考えについて

(2) 教育相談の実施（各学校 学期に１回）
　〇教育相談週間（１週間程度）をとり、全児童生徒と個別面談を行う

(3) 思いやりを育む取組（各学校）
　〇異学年交流（縦割り集会・ペア学年・通学団）
　〇相手の意見を尊重した話し合い活動の充実（各授業・道徳）

(4) 人権週間での取組（各学校）
　〇人権擁護委員による人権教室
　〇校長等による人権講話
　〇人権を理解する作品の取組
　　・　いじめ・差別等に関するポスター・書道・標語の募集

3　情報交換したい事項
・ＳＮＳを通じたいじめ、ゲーム等オンライン上でのいじめについて
・最近の対応策について

　　 愛知県教育委員会家庭教育コーディネーター、各小中学校生徒指導主事・主任
　　 小中学校スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター

豊山町いじめ問題の現状と取組について










